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Ⅰ．平成22年度航空局関係概算要求の基本方針

地域の活力と成長力の強化、安全・安心の確保に資する空港・航空保安施設の
整備や航空輸送サービスの機能向上等の事業を重点的に推進。

具体的には、羽田空港の再拡張事業など首都圏空港とこれに対応した空域等の
整備を推進するとともに、地域の空港の就航率の向上や物流機能の充実に資す
る施設整備など空港等の機能の高質化のための事業を推進。

また、航空における安全・安心の確保のため、耐震化の計画的実施や滑走路誤
進入対策などの事業を重点的に実施。

１

要求の基本方針

要求の重点項目

１．首都圏空港等の整備の推進

我が国の国際競争力及び国内航空ネットワーク機能の強化を図るため、羽田空
港の再拡張事業を着実に推進し、新たな４本目の滑走路の供用開始により空港容
量の拡大を図るとともに、羽田空港のＣ滑走路の延伸事業等を推進する等、首都
圏空港等の整備を推進する。

また、羽田空港における更なる空港容量の拡大に向けた総合的容量拡大検討調
査及び首都圏国際ハブ空港の実現のための総合的調査を実施する。

３．航空安全・保安対策の強化

空港等の耐震化を計画的に実施し、災害時における空港機能の確保を図る。ま
た、航空機の滑走路進入トラブルを防止するため、大規模空港等において管制官
及びパイロットに対する視覚支援システムを計画的に導入するとともに、国産旅
客機の開発に伴い、新たな安全性審査方式の導入を実施する。

２．空港等機能高質化事業の推進

既存空港の機能を最大限活用し、地域の活性化を図るため、就航率向上や、物
流機能の強化、空域容量の確保、岩国飛行場の民間航空再開に関する事業等、空
港等機能の高質化を推進する。



Ⅱ．平成22年度航空局関係概算要求総括表

２

（単位：億円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　出

　 合　　　　計 5,183 （ 5,280 ） 合　　　　　計 5,183 （ 5,280 ）

（　 ）内は前年度予算

（注）  １．この表には、一般会計に計上の工事諸費６（５）億円及び社会資本整備事業特別会計業務勘定に計上の業務

　　　　　取扱費等３５（３６）億円を含む。

　　    ２．一般空港等には、首都圏第３空港調査を含む。

　　    ３．この表には、平成１３年度二次補正において措置されたＮＴＴ－Ａ資金の償還関係の２６（２６）億円を含まない。
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２．空港整備勘定の歳入・歳出規模（平成22年度要求額）

３．空港整備勘定のしくみ

３

航空事業者等航空事業者等

財政投融資財政投融資雑収入等雑収入等 空港使用料空港使用料 一般会計一般会計

空港整備勘定空港整備勘定業務勘定業務勘定
空港関係空港関係
都道府県都道府県

空港関係空港関係
市町村市町村

（単位：億円）（単位：億円）

平成２２年度要求額平成２２年度要求額 ５，１８３億円５，１８３億円

一般空港等一般空港等
332727

首都圏空港首都圏空港
2,2,332222

羽田羽田
（再拡張事業・機能向上）、（再拡張事業・機能向上）、
成田成田

空港等機能空港等機能
高質化事業高質化事業

225858

工事諸費工事諸費
横断的調査横断的調査 等等

((3535))

空港整備事業空港整備事業
3,3,009797

着陸料等着陸料等
航行援助施設利用料航行援助施設利用料

2,2,095095

航空機燃料税航空機燃料税
751751

一般財源一般財源
915915

２／１３２／１３
航空機燃料譲与税航空機燃料譲与税

１／５１／５ ４／５４／５

１１／１３１１／１３ 航空機燃料税航空機燃料税
26,00026,000円／ｋｌ円／ｋｌ

689689733733

((3333))

((22))

（注）（（注）（ ）書きは再掲。）書きは再掲。

関空等関空等
191900

　　　　単位：億円（％）

　　（　歳　　　　入　） （　歳　　　　出　）
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1,278(24.7)
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Ⅲ．平成22年度航空局関係概算要求の概要

４

区               分
平 成 22 年 度
要 求 額

前 年 度
予 算 額

事     業     概     要     等

(億円) (億円)

１．首都圏空港の整備

１，０４２ １，３１３ ・ 新設滑走路・誘導路の整備

・ 航空保安施設の整備等

　(うち、工事費９５９億円、利払費５５億円）

・ 国際線地区エプロンＰＦＩ事業（２８億円）

(２) 東京国際空港(羽田)

     の機能向上

事 業 費 ２９１ ２２９ ・ Ｃ滑走路延伸事業、誘導路新設・エプロン新設、

航空保安施設の整備、空港アクセスの改善等

借 入 金 元 利 償 還 ９８７ １，００５ 　(うち、借入金償還８４４億円、利払費１４３億円）

国 直 轄 ２ ２０ ・ 管制施設の改修等

参考：成田国際空港㈱の事業費は約３０４億円

会 社 関 係 国 費

１６０ ９０ ・ 関空会社の財務構造改善のための補給金

参考：二期用地造成事業（国費は措置済み）

国 直 轄 ３０ ３０ ・ 航空保安施設等の整備

・ 関西国際空港における庁舎等敷地の購入　等

３．一般空港等の整備 ３２７ ３９１ ・ 滑走路の延長等          

・ 基本施設、航空保安施設の更新・改良等

２５８ ２２１ ・ 国際競争力強化促進事業

・ 地域競争力強化促進事業

・ 空港利便増進事業

５．航空における安全・安心の確保 ２９７ ２２０ ・ 空港等の耐震化

（うち一般会計　３．２） （うち一般会計　２．６） ・ 航空安全対策の強化（一般会計）

・ 航空管制業務等の安全性の確保

６．空港周辺整備の促進 ８５ ９３ ・ 住宅防音工事、移転補償、緩衝緑地帯等整備 等

７．航空路施設の整備 ２６１ ２４２ ・ 次世代航空保安システムの整備

・ 現行航空保安システムの整備

８．離島等の航空輸送の確保

　　航空機等購入費補助 ６ １１
　　　・運航費関係 ５ ５ ・ 離島航空路線の維持を図るため、離島の住民の生活に必要不

可欠な路線の運航費の一部補助

　　　・MSAS受信機関係 １ １ ・ 衛星航法補強システム（MSAS）受信機購入費の一部補助

　　　・機体取得関係 － ５

　  路線維持・活性化関係 ０．５
（一般会計）

－ ・ 離島・コミューター路線の維持・活性化に係る実証実験事業

４．空港等機能高質化事業

(３) 成田国際空港の整備

(１) 東京国際空港(羽田)

　　 の再拡張事業

２．関西国際空港・中部国際空港

補　　　　給　　　金



５



個 別 事 業 の 概 要

６



（１）東京国際空港（羽田）の整備

羽田空港は、国内航空旅客の約６６％が利用する国内航空輸送ネットワークの要であると同時に、
既にその能力の限界に達している中、今後さらに国内・国際航空需要の増大が見込まれ、首都圏空
港として成田空港との一体的な活用が求められています。

本事業は、新たに４本目の滑走路等を整備し、年間の発着能力を４０．７万回に増強して、発着容

量の制約の解消、多様な路線網の形成、多頻度化による利用者利便の向上を図るとともに、国内・国
際双方の需要の伸びを勘案し、国際定期便の就航を図るべく、平成２２年１０月末の供用開始を目指
して事業を着実に推進します。

１．首都圏空港の整備

平成２２年度予算では、新設滑走路・連絡誘導路の整備、航空保安施設の整備等関連

事業を実施します。

２２年度要求額 １，０４２（１，３１３）億円

Ｄ滑走路建設工事事業費 ９５９（１，２７９）億円

〈財源スキーム〉
○ 整備事業費の約２割程度について、地方公共団体が無利子貸付にて協力。
○ 残りの事業費については、概ね、国費（一般会計から受入）：財投＝

３：５で手当て。
〈税制上の支援措置〉

○ 新設滑走路等に係る国有資産交付金の特例。

利払費 ５５（ ３４）億円
国際線地区エプロンＰＦＩ事業費 ２８（ ０）億円

※（ ）内は前年度予算

〔再拡張前（H19.9.1時点）〕

３１便／時間
３０．３万回／年

〔再拡張後〕

４０便／時間
４０．７万回／年（※）

羽田空港の再拡張事業

＜事業の概要＞

７

【羽田空港再拡張概略図】
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【羽田空港再拡張概略図】
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国内線については、更なるネットワークの充実を図るとともに、
国際線については、昼間はソウル、上海、北京、台北、香港等へ、深夜早朝は更に欧米を含む世界の
主要都市への就航を図ります。（※Ｐ１０のコラム「成田と羽田の一体的活用」参照）

※ 発着回数の増加は、管制の安全確保等を図りつつ
段階的に実施



羽田空港再拡張事業の整備概要

８

羽田空港再拡張事業の施工状況（７月現在）

貨物ﾀｰﾐﾅﾙ地区
旅客ﾀｰﾐﾅﾙ地区

整備地区
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桟
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1,100 m

接続部

国際線地区整備事業
（ＰＦＩ事業）

埋立部

桟橋部

滑走路平行方向断面図

国際旅客ゾーン

エプロンゾーン
国際貨物ゾーン

東京モノレール

京浜急行

環八通り
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国際線地区整備事業
（ＰＦＩ事業）

埋立部埋立部

桟橋部

滑走路平行方向断面図

桟橋部桟橋部

滑走路平行方向断面図

国際旅客ゾーン

エプロンゾーン
国際貨物ゾーン

東京モノレール

京浜急行

環八通り

国際線地区

国際旅客ゾーン

エプロンゾーン
国際貨物ゾーン

東京モノレール

京浜急行

環八通り

国際線地区

接続部

伸縮装置桟橋側 埋立側

台座コンク
リート

伸縮装置桟橋側 埋立側

台座コンク
リート

写真提供：羽田再拡張D滑走路建設工事共同企業体

新管制塔

国際線エプロン整備状況（PFI）

国際線旅客ターミナル整備状況（PFI）

【桟橋部】

杭打設 杭打設（施工後） ジャケット据付 ジャケット製作状況（参考）

ジャケット諸元（桟橋部）

・標準寸法 幅63m×長さ45m×高さ35m

・最大重量 約1,600トン

桟橋部 埋立部

連絡誘導路部

国際線地区

【国際線地区】



平成２２年度予算では、Ｃ滑走路延伸事業を着実に進めるほか、誘導路・エプロン
の新設、航空保安施設の整備、空港アクセスの改善等を実施します。

また、羽田空港の更なる容量拡大・機能強化に向けて、総合的容量拡大検討調査を
実施します。

２２年度要求額 １，２７８（１，２３４）億円

事業費 ２９１（ ２２９）億円
借入金償還 ８４４（ ８３０）億円
利払費 １４３（ １７５）億円

※（ ） 内は前年度予算

＜事業の概要＞

羽田空港は、国内航空交通の中心として全国４９空港との間に１日約４２０往復（平成２１年７
月ダイヤ）のネットワークが形成され、国内線で年間約６,０００万人（平成２０年度定期便実績）の

人々が利用しています。
羽田空港の重要性に鑑み、今後とも、国内拠点空港としての役割を果たしつつ、今後の国内・

国際航空需要に適切に対応していくために既存施設についても空港能力、利便性等の向上を図
ることが不可欠です。

そのため、エプロン・誘導路の新設やＣ滑走路延伸事業等を推進するほか、羽田空港の更なる
容量拡大・機能強化について、事業効果の比較的早期の発現が期待できる方策を中心に、あら
ゆる角度から可能な限りの方策を総合的に検討します。

羽田空港の機能向上

９

国内線ターミナル地区

旧整備地区

（整備中）

新整備地区

国際線ターミナル地区

平成２２年度　主要整備事項

エプロン新設

際内トンネル改良

誘導路新設

エプロン新設 C滑走路延伸 誘導路新設

誘導路新設

護岸改良

誘導路新設

誘導路新設

空港アクセス道路改良

CIQ庁舎（旅客）新設

CQ庁舎（貨物）新設



▽GS（16L）,ILS-DME

 LLZ

（34R）

《参考》成田と羽田の一体的活用

○成田空港の主な整備

（２）成田国際空港の整備

＜事業の概要＞

平成２２年度予算では、管制施設の改修等を行うほか、首都圏国際ハブ空港実現のた

めの総合的調査を行います。

国直轄事業 ２（２０）億円 ※（ ）内は前年度予算
＜参 考＞

○会社事業（約３０４億円）

平成２２年度は､誘導路の舗装改修､エプロン整備及び環境対策・共生策等を実施して

いきます。

※会社事業費は、全て会社の自己財源で対応。なお、会社事業費及び事業内容は現在の見込みであり、

会社事業計画の認可時点でさらに精査する予定。

北

豊富な国際線ネットワークを更に強化し、アジアの空港間競争に負けない、利便性の高い国際拠点

空港の実現を図ります。
成田と羽田の一体的活用により、首都圏全体の国際航空機能を最大化・２４時間化します。

※（以下のコラム「成田と羽田の一体的活用」参照）

１０

約５万回増約５万回増
（成田約２万回（成田約２万回

＋羽田約３万回）＋羽田約３万回）

２３時２３時

６時６時

〔〔昼間昼間〕〕
〔深夜・早朝〕

成田空港成田空港

約３万回増約３万回増
（羽田）（羽田）

羽田空港羽田空港

近距離アジア・近距離アジア・

ビジネス路線ビジネス路線

羽田空港羽田空港

連携リ
レーによ
り２４時

間化

連携リレー
により２４

時間化

２２時２２時

７時７時

２００８年５月２０日の経済財政諮問会議において、国土交通大臣から「首都圏空港の国際航空
機能拡充プラン」を提案したところであり、その内容が２００８年６月２７日に閣議決定された
「経済財政改革の基本方針２００８」に盛り込まれた。

同プランは、成田と羽田の一体的活用により、国際航空機能の最大化を実現しようとするもので
あり、２０１０年に羽田は昼間約３万回、深夜早朝約３万回、成田は約２万回の合計約８万回の国
際定期便の就航・増便を実現し、首都圏空港の国際線発着回数を現在の約１８万回から約２６万回
に４４％増加させることとしている。このうち、羽田の昼間については、近距離アジア・ビジネス
路線のソウル、上海、北京、台北、香港等への就航の実現を考えている。また、騒音問題により成
田が閉鎖されている２３時から翌６時までの深夜早朝時間帯に加え、６時台・２２時台についても、
成田と羽田の国際航空機能をリレーするための時間帯として国際線の就航を可能とすることにより、
欧米を含む世界の主要都市への路線の設定を可能とし、首都圏空港の国際航空機能の２４時間化を
実現することとしている。

今後、（１）羽田に深夜早朝発着する国際線旅客への対応（空港アクセスの確保等）（２）首都
圏から両空港へのアクセス改善、 （３）成田の国際線と羽田の国内線の乗継利便性の向上等に取
り組み、成田と羽田の有機的連携の強化を図りながら、両空港の一体的な活用を推進していく。

成田国際空港は、内外の増大する航空需要に対する容量不足の解消を図るために、平

成２１年１０月に平行滑走路が２,５００ｍ化され、駐機スポットの整備が完了する平成

２２年３月には、発着容量が現状の２０万回から２２万回に増加します。

このような状況の中、平成２２年度は管制施設の改修等を実施します。

また、首都圏の国際拠点空港として、東アジアにおける国際ハブ空港間の競争に勝ち

抜くために必要な調査、検討を総合的に実施します。

空港気象レーダー改修

第１旅客ターミナルビル改修

（ＩＤカード設備更新）

対空通信・無線設備性能向上

（無線電話装置更新）

平行滑走路 2,500m

Ａ滑走路 4,000m

エプロン整備 ※会社事業

誘導路舗装改修 ※会社事業



２．関西国際空港・中部国際空港

我が国を代表する国際拠点空港である関西国際空港・中部国際空港については、アジ

ア各国との間で航空自由化を推進するなど、国際競争力の強化を図り、あわせて、２４

時間化を促進することが重要です。

関西国際空港は、平成１９年８月２日に２本目の滑走路の供用を開始し、我が国初の

完全２４時間運用可能な国際拠点空港となりました。今後は関空会社の経営の安定を図

りつつ、２本の滑走路をフル活用し、国際競争力の強化を図っていく必要があります。

中部国際空港は、国際競争力強化の観点から、地元関係者の努力による需要の拡大を

図りつつ、将来に向けて、完全２４時間化を検討し、フル活用を図っていくことが重要

な課題です。

上記を踏まえ、平成２２年度は、関空会社の財務構造改善のため、補給金の措置を講

じる他、中長期的視野から関西国際空港・中部国際空港の所要の調査検討等を進めてま

いります。なお、関西国際空港の二期事業については、用地造成事業を実施します。

＜事業の概要＞

○ 関空会社の財務構造改善

関西国際空港について、国際拠点空港にふさわしい航空ネットワークを確保するため、
空港利用料の引き下げ等効果的な需要喚起策を講じる必要があります。一方で、関空会
社は、他の類似企業に比べて、売り上げに対する年間の利払いが過大となっており、需
要喚起策に取り組むことが困難な状況にあります。このため、補給金１６０億円を措置
し、安定的な経営基盤を確保します。

関西国際空港株式会社補給金 160億円 （ 90億円 ）

※（ ）内は前年度予算

○ 関西国際空港二期事業

限定供用にかかる用地造成事業のうち、未完成の護岸嵩上げ工事等を行います。

〈事業費約３５億円〈国費約２３億円［措置済み］〉〉

○ 国直轄事業

・ 航空保安施設等の整備

航空保安施設の更新等を実施します。

・ 関西国際空港における庁舎等敷地の購入

・ 完全２４時間化によるフル活用に向けた取り組み

関西国際空港：国際競争力の強化・フル活用に向けた調査検討を実施します。

中部国際空港：国際競争力の強化の観点から、需要の拡大、人流・物流機能の

充実等に向けた調査検討を実施します。

国直轄事業費 30億円 （ 30億円 ）

１１

※ 事業費は会社事業計画の認可時点で確定する予定。
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【関西国際空港の現況】

１２

【中部国際空港の現況】

関西国際空港、中部国際空港の国際競争力の強化に向けた取り組みを通じて、利便性の高い
国際拠点空港の実現を図ります。

Ａ滑走路（3,500m：平成６年９月４日供用）

二期空港島

一期空港島

Ｂ滑走路（4,000ｍ：平成19年８月２日供用）
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航空ネットワークの充実による地域の振興を図るため、継続中の滑走路延長等の事業
を着実に実施するとともに、既存空港の施設の機能保持を確実に行います。

＜事業の概要＞

平成２２年度予算では、新石垣空港において、滑走路延長の継続事業を着実に実施

するとともに、那覇、福岡空港において、抜本的な空港能力向上のための調査を実施

します。

また、既存空港において、空港の機能を保持するために滑走路・誘導路等の基本施

設、無線施設・航空灯火等の航空保安施設などの更新・改良等を確実に実施します。

２２年度要求額 ３２７（３９１）億円

※（ ）内は前年度予算

３．一般空港等の整備

航空保安施設の更新・改良基本施設の更新・改良

施設の更新・改良などにより、既存空港の機能を健全な状態に保持します。

既存空港の機能保持

【誘導路舗装の改良】

１３

滑走路の延長等

○新石垣空港の整備

・事業内容 ：滑走路の移設・延長

（１，５００ｍ→２，０００ｍ）

・場 所 ：沖縄県石垣市

【老朽化したＩＬＳの更新】

完成予想図



４．空港等機能高質化事業

我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力の強化、空港利用者の利便増進を図
るため、既存ストックを活用し、空港の就航率向上や空域・航空路の抜本的な再編等による
空港等の機能高質化を推進します。

＜事業の概要＞

(1)国際競争力強化促進事業
①新技術を活用したＲＮＡＶ(※1)等の導入による空域・航空路の抜本的再編等を行い、航空路
の容量拡大､運航効率の向上等を図るための航空交通管理機能の向上等の事業・調査を実施
します。

②国際物流機能の強化を図るため、国際貨物ターミナルの整備を進めます。

(2)地域競争力強化促進事業
①就航率の向上を図るため、気象条件に影響されない安定的な就航を可能とする、ＩＬＳ(※2)

の高カテゴリー化等を進めます。
②地域の活性化を図るため､岩国飛行場において民間航空再開に必要な民航施設の整備を進め
ます。

③観光交流の促進を図るため、旅客ターミナルの再編等を進めます。

(3)空港利便増進事業
空港利用者の安全性・快適性向上のためのバリアフリー化を進めます。

２２年度要求額 ２５８（ ２２１ ）億円 ※（ ）内は前年度予算

(※1) RNAV (Area Navigation:広域航法） 地上無線施設の配置に左右されることのない柔軟な経路設定が可能な運航方式
(※2) ILS (Instrument Landing System:計器着陸装置） 着陸中の航空機に対し、指向性のある電波を発射し滑走路への適切

な進入コースを指示する無線着陸援助装置

１４

空港のバリアフリー化

横断歩道ルーフ等の整備により
空港利用者の安全性・快適性の
向上が実現されます。

国際競争力強化促進 地域競争力強化促進事業 空港利便増進事業

就航率の向上

CATⅢ
aの場
合

決心高0m
滑走路視距離50m

進入灯
約300メー

トル

CAT-Ⅰ

CAT-Ⅱ

CAT-Ⅲ決心高30m
滑走路視距離350m

決心高60m
滑走路視距離550m

決心高の地点で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

CATⅢ
aの場
合

決心高0m
滑走路視距離50m

進入灯
約300メー

トル

CAT-Ⅰ

CAT-Ⅱ

CAT-Ⅲ決心高30m
滑走路視距離350m

決心高60m
滑走路視距離550m

決心高の地点で滑走路・灯火が
見えなければ進入復行

ILSの高カテゴリー化に伴い、気

象条件に影響されない安定的な
就航が実現されます。

RNAVの導入により航空路の

容量拡大、運航効率の向上が
実現されます。

国際競争力強化促進事業

併

設

VOR経路
VOR/DME

RNAV経路

航空路の容量拡大・運航効率の向上



５．航空における安全・安心の確保

地震災害時に、空港が災害復旧支援、航空ネットワークの維持、背後圏経済活動の継続性
確保など様々な役割を果たすことができるよう、基本施設等の耐震性の向上を推進します。

航空における安全・安心の確保のため、空港等の耐震化を計画的に実施し、地震災害時

における空港機能の確保を図ります。また、事故・トラブルに対する予防的安全対策や航

空会社に対する適確な監査を推進するとともに、国産旅客機の開発に伴う新たな安全性審

査方式の導入を行うほか、滑走路誤進入対策や大規模災害時に対応するための危機管理能

力の向上等を促進するなど、安心して利用できる航空輸送を実現します。

１５

（１）空港等の耐震化

地震災害時に求められる空港の役割

①救急・救命活動等の拠点機能及び①救急・救命活動等の拠点機能及び
緊急物資・人員等の輸送受け入れ機能緊急物資・人員等の輸送受け入れ機能

②航空ネットワークの維持②航空ネットワークの維持
③背後圏経済活動の③背後圏経済活動の

継続性確保継続性確保

公共交通機関公共交通機関
の確保の確保

緊急物資・
人員輸送

救急・救命
輸送

被害状況の
迅速な把握

航空ネットワーク全体
への影響を回避

空港施設の耐震化空港施設の耐震化

航空機との通信や夜間等に必要
な航空保安施設の機能を確保

航空管制機能の停止を防ぐと
ともに空港の管理機能を確保

管制塔等の倒壊防止管制塔等の倒壊防止

航空機の離着陸に必要な基本施設等の機能を確保

基本施設の陥没等を防止

無線・照明施設の転倒防止無線・照明施設の転倒防止

トンネルの崩壊防止

車両や航空機
に影響

地下構造物等の崩壊を防止

基本施設（滑走路・誘導路等）

進入灯

管制塔庁舎

ILS装置
空港監視レーダー

耐震化実施箇所例



１６

（３）航空管制業務等の安全性の確保

ヒューマンエラーを予防するため、滑走路占有状態等を管制官やパイロットへ視覚的に表

示・伝達するシステムの整備を推進するとともに、大規模災害時にも航空交通の安全と秩序
を維持し一定の交通量を確保するため、危機管理能力の向上を行います。

○滑走路誤進入対策

３
４ Ｒ

DEP1001
B763 SNE7

34R

３
４ Ｒ

DEP1001
B763 SNE7

34R

３
４ Ｒ

DEP1001
B763 SNE7

34R

３
４ Ｒ

DEP1001
B763 SNE7

34R

着陸機接近中着陸機接近中

に、航空機がに、航空機が
滑走路に進入滑走路に進入

した場合に、した場合に、
管制官へ注意管制官へ注意
喚起喚起

【滑走路占有監視支援機能】

【滑走路状態表示灯】
前方に滑走路横前方に滑走路横
断機があり、離陸断機があり、離陸
できない状態であできない状態であ
ることを灯火点灯ることを灯火点灯
によりパイロットによりパイロット
へ伝達へ伝達

【可変表示型誘導案内灯】
設置例

STOP

表示例

<点灯>

<消灯>

滑走路上に離着滑走路上に離着
陸中の航空機が陸中の航空機が
あり、滑走路へ進あり、滑走路へ進
入できない状態で入できない状態で
あることを灯火点あることを灯火点
灯により、パイ灯により、パイ
ロットへ伝達ロットへ伝達

（２）航空安全対策の強化

平成２０年３月に事業化が決定された新たな国産旅客機の開発と並行して、適
切・迅速な安全性審査が求められています。このため同機に取り入れられる新技術
に対応した新たな安全性審査方式の導入を行います。

（完成予想図）

ＭＲＪＭＲＪ

型式証明に係る審査手法の確立型式証明に係る審査手法の確立
（開発スケジュール）

平成２０年３月：MRJ事業化決定

平成２１年：試作機製造開始
平成２３年：試作機初飛行
平成２５年：型式証明・就航

技術審査管理体制の構築技術審査管理体制の構築

２２年度要求額 ２９７（２２０）億円 〔うち(２)の予算額は一般会計 ３．２（２．６）億円〕※（ ）内は前年度予算

耐震化や国産旅客機の開発に伴う安全審査方式の導入、滑走路誤進入対策等の予算措置
によって安全・安心の確保等を実現するとともに、航空関係者主体連携による航空安全
マネジメントの総合展開（P21､22参照）を通じて一層の安全確保活動を推進します。

型式証明のための飛行試験に係る研修の強化型式証明のための飛行試験に係る研修の強化

最新型コックピット

新型スリムシート

炭素繊維複合材技術

最新技術の導入

その他
次世代エンジン等

製造国政府としての安全性の審査を
適切かつ迅速に実施

・市場への円滑な投入・外国への
輸出を支援

・航空機産業の振興にも寄与

・市場への円滑な投入・外国への
輸出を支援

・航空機産業の振興にも寄与

被 災被 災

東京航空交通管制部

札幌航空交通管制部

ｼｽﾃﾑ開発評価・危機管理ｾﾝﾀｰ
（SDECC(大阪)）

福岡航空交通管制部

業
務
移
管

業
務
移
管

東京管制部の業務を３機関で分担

４管制部のいずれが４管制部のいずれが
被災しても、被災しても、SDECCSDECC
及び隣接管制部にて及び隣接管制部にて
代替業務を実施代替業務を実施

洋上管制業務

（航空交通管理センター）

航空路管制業務

（東京航空交通管制部） 国際対空通信業務

（成田空港事務所）

航空路管制業務

（札幌航空交通管制部）

SDECC
航空路管制業務

（福岡航空交通管制部）

航空路管制業務

洋上
（成田）

(大阪)

（東京）

（札幌）

（福岡）

（那覇）



６．空港周辺整備の促進

空港と周辺地域との調和ある発展を図るため、学校・住宅等の防音工事、移転

補償等を推進するとともに、地方公共団体と協力して緩衝緑地帯等の整備を促進

し、適正な土地利用、街づくりを進めます。

１７

●移転希望者に対して、土
地の買取り、建物の移転に
伴う損失補償等を実施

●地方公共団体が移転補
償跡地等を活用して実施す
る公園等の整備を助成

※ ＷＥＣＰＮＬ
１日あたりの騒音のレベルを評価する尺度。
通過全航空機の騒音について、夕方・夜間の分を加重し
て足し合わせて算出。いわゆる「うるささ指数」。

●外壁の遮音、防音サッシ・エアコン・換気扇の設置等、住民が
実施する住宅防音工事を助成
●老朽化したエアコン、換気扇の更新を助成
●学校・病院等の防音工事を助成

第２種区域（WECPNL90以上）

第１種区域（WECPNL75以上）

●（独）空港周辺整備機構
が移転補償跡地等を活用
して実施する店舗・物流施
設・駐車場等の整備を助
成

第３種区域（WECPNL95以上）

70W 75W 90W 95W

＜事業の概要＞
①住宅防音工事 １３（ １８）億円
②空港周辺環境整備事業（移転補償、緩衝緑地帯等整備） ６１（ ６２）億円
③教育施設等防音工事 等 １１（ １３）億円

２２年度要求額 ８５（ ９３）億円
※（ ）内は前年度予算

環境負荷の軽減に努め、空港周辺地域の活性化を図ります。

●移転補償跡地を活用し、騒音軽減
効果のある緩衝緑地帯等を整備



７．航空路施設の整備

航空交通の安全確保を最優先としつつ、交通量の増大やユーザーニーズの多様化に適

切に対応して、航空交通容量の拡大を図るため、新たな航空通信システム、航法システ

ム、監視システムの確立を図る次世代航空保安システムの整備を推進するとともに、現

行航空保安システムの機能を保持するための整備を行います。

２２年度要求額 ２６１（２４２）億円

※（ ）内は前年度予算

＜事業の概要＞
①次世代航空保安システムの整備
・衛星航法システム性能向上
・統合管制情報処理システム
・高機能レーダー(ＳＳＲモードＳ) 等

②現行航空保安システムの整備

・航空保安無線施設

・対空通信施設 等

１８

悪天候時でも、より多くの航空機が着陸可能となり、運航効率の向上が実現されます。

【衛星航法システム性能向上】

衛星航法を活用して、日本全域の空港にCAT－Ⅰ進入を提供可能とすることにより

悪天候でも着陸できる機会を増やし、運航効率の向上等を図る。

決心高度90m

決心高度60m

GPS

運輸多目的衛星

着陸！

滑走路が見えない

低視程時には低高度まで降下が
できない。

GPS

従来よりも着陸を決心する高度が低くなる。

GPS GPS

着陸機会の増加
安全性の向上 等

運輸多目的衛星

雲・霧等でも着陸できる機会が増加する。悪天候時には着陸出来ない。

GPS誤差補正信号

滑走路を視認

着陸やり直し

精度：低

精度：高

現在の精度 性能向上後の精度

日本全域の空港でCAT-Ⅰ進入可能現在CAT-Ⅰ進入不可

□白色部分がCAT-I進入可能となる地域



離島航空路線は、離島住民の日常生活及び経済活動に重要な役割を果たしており、
地域的な航空ネットワークの維持を図る観点から、平成２２年度予算においても総合
的な施策を講じることとします。

平成２２年度予算では、離島航空路線の運航費補助及び衛星航法補強システム（Ｍ
ＳＡＳ）受信機購入費補助の施策を引き続き講じることとします。また、離島・コ
ミューター路線の維持・活性化を図るための施策を新たに講じることとします。

８．離島等の航空輸送の確保

＜事業の概要＞

離島航空路線は内陸路線に比べ旅客需要が小さく、運航距離が近距離でコスト面で
割高であることから、離島路線を運航している航空会社の経営環境は厳しい状況にあ
ります。
しかしながら、離島航空路線は離島住民の日常生活に不可欠なものであり、不採算

路線であっても引き続き維持を図る必要があります。

１９

＜現在実施中の離島航空路線維持のための総合的施策＞

（１）機体購入費補助金（昭和４７年度制度創設）

離島路線に就航する航空機の購入費用に対する補助

（２）運航費補助金（平成１１年度制度拡充）

離島の住民の生活に必要な路線の運航費の一部を航空会社に補助

（４）航空機燃料税の軽減（平成１１年度制度創設）

一定の離島路線に就航する航空機について軽減（通常の３／４）

（５）着陸料の軽減（昭和５４年度制度創設：平成１１年度等に拡充）

離島路線に就航する航空機について軽減（通常の１／１６～１／６）

（６）固定資産税の軽減（昭和５２年度制度創設：平成１１年度等に制度拡充）

離島路線に就航する航空機について軽減（一定期間、通常の１／４～２／３）

（３）衛星航法補強システム（ＭＳＡＳ）受信機購入費補助金（平成１９年度制度拡充）

離島路線に就航する航空機に搭載するＭＳＡＳ受信機購入費用に対する補助

（１）離島航空路線に係る補助事業
平成２２年度予算では、離島航空路線に就航する航空機に対する運航費補助及び

衛星航法補強システム（ＭＳＡＳ）受信機購入費補助の対策を引き続き講じることとし
ます。

航空機等購入費補助金
①運航費関係 ５ （ ５）億円
②ＭＳＡＳ受信機関係 １ （ １）億円
③機体取得関係 － （ ５）億円

２２年度要求額 ６ （１１）億円
※（ ）内は前年度予算

（２）離島・コミューター路線の維持・活性化に係る実証実験事業
平成２２年度予算では、離島・コミューター路線の維持・活性化に係る実証実験事業

（２２年度要求額 ４７，１１０千円 非公共)を新たな施策として講じることとします。



２０

【 参 考平成２２年度の航空局税制改正】

（国税）

交通バリアフリー設備の特別償却制度の延長 （法人税）

高齢者・障害者等が安全かつ容易に利用できる航空機の導入を促進するため、
バリアフリー基準を満たした客席数６０席以上の航空機に係る特別償却制度の適
用期限を２年延長する。

○特別償却率：基準取得価額（取得価額の２０％相当額）の２０％

関西国際空港株式会社に係る登記についての特例措置の延長 （登録免許税）

関西国際空港の整備を円滑に行い、我が国の国際競争力の確保を図るため、関
西国際空港株式会社（以下「関空会社」という ）及び関西国際空港用地造成株。
式会社（以下「用地造成会社」という ）が行う以下の登記についての非課税措。
置の適用期限を延長し、財務体質を健全化させる。
【 】資本の増加に係る商業登記

・関空会社が行う資本の増加(政府出資分のみ)に係る登記
【二期事業の用に供する土地に係る不動産登記】

・関空会社が行う基本施設（誘導路・エプロン等）の用に供する土地につい
ての所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定に係る登記

・用地造成会社が行う基本施設（誘導路・エプロン等）の用に供する土地に
ついての所有権の保存登記

（地方税）

国内線に就航する航空機に係る特例措置の延長及び拡充
（固定資産税）

国内線における競争の激化や航空需要が減退している中、安定的な航空輸送サ
ービスの提供及び地方航空ネットワークの維持を図るため、国内線航空機に係る
軽減措置を拡充のうえ、適用期限を２年延長する。

○２００ｔ以上の航空機 最初の３年間２／３に軽減
２００ｔ未満の航空機 最初の３年間１／３、次の３年間３／４に軽減

※平成１８年１月２日以降に導入した航空機に適用する。

成田国際空港株式会社に係る特例措置の延長
（固定資産税・都市計画税）

成田国際空港については、当面、国として一定の関与を継続することとしたこ
と、また、国際競争力強化のための空港容量拡大に必要な設備投資を継続的に行
う必要があることから、成田国際空港株式会社が所有する業務用固定資産に係る
課税標準の特例措置(３分の２)について、その適用期限を３年延長する。

東京国際空港（羽田空港）再拡張事業を推進するための国有資産等所在市町村
交付金に係る特例措置の延長 （国有資産等所在市町村交付金）

東京国際空港再拡張事業については、供用開始予定が当初の平成２１年末から
平成２２年１０月末と変更されており、当該固定資産の取得が平成２２年の夏頃
と見込まれていることから、国有資産等所在市町村交付金法附則第１６項に規定
されている取得期限(平成２２年３月３１日）を１年延長する。



航空関係主体連携による航空安全マネジメントの
総合展開を通じた安全確保活動の強化

各空港事務所 連携

航空サービスの提供には、国（空港運営、管制保安）、地方公共団体、航空運送事業者、空港会社、他官署等の数多
くの主体が関わっており、航空交通の安全確保のためには、これら主体間の連携によって、航空安全マネジメントを総
合化・高度化していく必要があります。このため、航空局安全推進委員会の活動及び安全推進ネットワークを連携基盤
として活かしつつ、①より多くの関係者間の連携、安全情報の共有、②安全情報の自発的な報告環境整備に向けた検
討等を進め、航空安全文化の形成を図ります。

これらの航空全体を通じたマネジメントの総合展開を通じて、空港、運航、管制それぞれの分野における予防的な安
全対策の取組（右頁参照）を強化します。

航空安全マネジメントの総合展開に向けた今後の取組

１．航空会社、空港会社、地方自治体、気象機関、自衛隊等を含む全ての航空関係者間で安全に関する情報を共有し

連携強化を図るための航空関係者安全情報共有サイトの立ち上げ

２．ヒヤリハットなどの情報について自発的報告と情報共有を促す環境を整備するための調査検討

３．モデル空港における航空関係者間での安全情報共有の取組の全国展開

等の取り組みを展開

ＳＭＳとは、安全目標を明確にし、目標
達成のための計画をたて、実施し、状況
をチェックし必要な措置を講じていく系統
だった安全管理システムです。

事前予防的に安全対策を実施するため、
空港、運航、管制の各局面で取り組みが
進められています。

※

Ｂ地区

Ａ地区

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 P2 P3 P4 P5

RWY14RWY32

RWY36

RWY18

A3

A2A1

Ａ滑走路

Ｂ滑走路

長崎空港制限区域内 作業予定一覧

工事等作業予定

エンジン試運転等実施予定

ＡＳＲサイト

VOR/DME

Ｂ地区

Ａ地区

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 P2 P3 P4 P5

RWY14RWY32

RWY36

RWY18

A3

A2A1

Ａ滑走路

Ｂ滑走路

長崎空港制限区域内 作業予定一覧

工事等作業予定

エンジン試運転等実施予定

ＡＳＲサイト

VOR/DME

月 日（ ） 昼間・夜間
第 報（ 月 日 ： 運航情報官）

連絡先：オリエンタルエアブリッジ 090-8296-4464

Ａ地区作業なし

⑦

⑥

GSサイト090-8295-6574中崎電子

工業

2200-2400ＧＳﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｱﾝﾃﾅ

鳥害防止装置修
復

⑤

ターミナルビル沿い0957-55-8213岩藤清掃2130-2300配水管内煙霧駆
除

④

TWY T1-T6
エプロン、ノースエプロン

〃〃小森組2215-0600標識工③

RWY 標点から北側部分〃〃小森組2215-0600舗装面清掃工②

RWY西側

TWY T3-T4間、T4-T5間
T5-T6間

２９５

２９６

090-7452-1853小森組2215-0600草刈り工①

備考NOTAM連絡先実施者時間帯作業内容

⑦

⑥

GSサイト090-8295-6574中崎電子

工業

2200-2400ＧＳﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｱﾝﾃﾅ

鳥害防止装置修
復

⑤

ターミナルビル沿い0957-55-8213岩藤清掃2130-2300配水管内煙霧駆
除

④

TWY T1-T6
エプロン、ノースエプロン

〃〃小森組2215-0600標識工③

RWY 標点から北側部分〃〃小森組2215-0600舗装面清掃工②

RWY西側

TWY T3-T4間、T4-T5間
T5-T6間

２９５

２９６

090-7452-1853小森組2215-0600草刈り工①

備考NOTAM連絡先実施者時間帯作業内容

・上記試運転で 不十分な場合

に実施

・最大の80%のパワー

0000-0600
の間の30分

ＲＷＹ１４

末端

２

アイドルパワー0000-0600
の間の30分

１１番ｽﾎﾟｯﾄ１

備考実施時間試運転

実施場所

・上記試運転で 不十分な場合

に実施

・最大の80%のパワー

0000-0600
の間の30分

ＲＷＹ１４

末端

２

アイドルパワー0000-0600
の間の30分

１１番ｽﾎﾟｯﾄ１

備考実施時間試運転

実施場所

制限区域内作業一覧情報

今後は、航空関係主体者としての、より緊密な相互連携の拡大・強化が不可欠

本省航空局
地方航空局

空港内の毎日の作業内容等を
関係者で空港内安全情報として
共有

自衛隊

気象機関

航空会社
（運航SMSによる

安全マネジメント推進）

空港会社
（飛行場SMSによる

安全マネジメント推進）

空港を運営する
地方自治体

（飛行場SMSによる
安全マネジメント推進）

国による
監督指導

国による
監督指導
・協調

国への
報告等

関係官署

国による
監督指導

関係事業主体

航空局以外の多様な関係主体空港運営、管制保安の事業主体としてＳＭＳ推進

安全推進委員会を核とした取組

高知空港事務所・安全推進委員会高知空港安全推進委員会

３月１３日胴体着陸事案対応総括

本省・各地の安全推進委員会 全国安全推進委員会（年２回）

Ｐ．１

● 現場で発生した様々な事例を検証し、対策を実施

（事例）

● 長崎空港等をモデル空港に指定し、空港関係者の情報

共有促進をはじめ安全について先駆的な取り組みを実践

対策実施

成果の
全国展開

長崎空港 関係者情報共有サイト

※ 航空安全推進ネットワークを通じたリアルタイム映像による現地と本省間の情報共有
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継続的な改善の実施

日々の業務運営

各航空官署

安全対策の実施

※ヒヤリ・ハットなどの
不具合事例報告を促進

リスクの評価

リスクの評価

リスク低減の
基本

ハザードの特定

安全対策の立案

Plan

DoCheck

Act

実施対策の監視

参 考

空港運営・航空管制等の分野

航空機の運航分野

国が講じる予防的安全対策

航空会社

基礎情報

○事業者情報

○機材情報 等

トラブル情報

○事故・インシデント
○ヒューマンエラー
○機材トラブル 等

予防的安全対策の実施

○運航・整備監査
○外国航空機に対する

立入検査
○不具合是正状況 等

監査情報

監査の適切な実施

航空会社の監査に活用

航空安全情報管理
・提供システムの整備

情報を提供し、自発的
予防安全対策を促進

空港運営や航空管制等の分野において、事故やトラブルにつながる可能性のある危険因子を特定し、その危険因子によって

もたらされるおそれのあるリスクを評価し、リスクを低減できるよう、安全に対する方針及び目標を明確にし、目標達成の

ための管理計画を立案・実施し、その状況を監視し、必要な措置を講じていくという系統だった包括的な管理を継続的に実

施していきます。
安全活動事例

航空の各分野における安全確保活動

パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 模 様

ＪＡ Ｌ の 整 備 グ ル ー プ の 講 演ＪＡ Ｌ の 整 備 グ ル ー プ の 講 演

青 野 係 長 の 講 演

パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 模 様

安全セミナーの実施

航空交通管理センターでは、関係者が情報や状況認識を共有し、協調して判断していく「協調意思決定（ＣＤＭ）」の概念
を運用方式に取り入れて、航空交通の安全確保と航空交通容量の拡大を図りつつ、洋上管理、航空交通流管理、空域管理を
行っており、今後、航空会社の参加も得て、協調型の運用方式を更に発展させていく予定です。

航空会社航空会社

気象庁

防衛省

空域管理
航空交通流管理

協調的意思決定

（CDM）

気象

航空機の運航

管制運用

交通流

情 報 共 有

ATMセンター運用室イメージ

空域使用

洋上管制 スポット総合調整
運航情報調整

CNS運用調整

関係者協調による安全対策

空港ハザードマップ

空港内の「ハザードマップ」を作成・掲示
して、危険箇所、注意すべき箇所を明示

継続的安全推進の取り組み

航空交通流管理

迂回指示

混雑

ﾀｰﾐﾅﾙ空域

出発待機指示 混雑

ｾｸﾀｰ
空域

AR EA : T2 7 03: 51
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ＡＴＭセンター

航空会社

情報の共有
協調的意思決定

CDM

・飛行計画経路の調整
・出発待機などによる交通流制御

迂回指示
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T ARGU  FIR

TAI PEI FIR
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N0 6

N 02

N01
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N01
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F 03

F0 6
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F01
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F08
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ＡＴＭセンター

航空会社航空会社

情報の共有
協調的意思決定

CDM

・飛行計画経路の調整
・出発待機などによる交通流制御

Shanghai

TaipeiHong Kong

Incheon

Narita

ChubuKansai

Shanghai

TaipeiHong Kong

Incheon

Narita

ChubuKansai

・データリンクの活用による洋上管制
・最適な経路の設定、高度の割当て

洋上管理

ＭＴＳＡＴ

（運輸多目的衛星）

ＧＰＳＭＴＳＡＴ

（運輸多目的衛星）

ＧＰＳ

ＭＴＳＡＴ ＧＰＳ

太平洋上空の空域においてMTSAT等の衛星を
利用した通信・監視技術により管制間隔を短
縮した効率的な洋上管制を実施。また、高層
風（ジェット気流）の変化に応じて経済性の
高い飛行経路を日毎に設定し提供。

空域ユーザーとの協調を図りながら、飛行経
路に係る調整や交通流制御を実施し、運航に
対する必要最小限の制約により、交通需要と
空域容量とのバランスを図る。

航空会社から報告された安全上のトラブル情報、国による監査情報等の航空安全に係る情報を一元的に管理し、必
要な分析等を行うため、平成２１年度より「航空安全情報管理・提供システム」の運用を開始し、国による検査や
監査の重点化に役立てるとともに、航空会社間で各社の安全上のトラブル情報を共有することにより、航空会社の
自発的な予防安全対策を推進します。
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WEST  AREA
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ＡＴＭセンター

空域管理（ASM）

管制部／空港

調
整

調整
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***  ESTI MATED TRAFFIC GRPH (SEC TOR)  ***

03 04 0 4 0 4 0 4 0 4 04 0 5 0 5 0 5 0 5 05 05 0 6 0 6 0 6 0 6 06 HH

50 00 1 0 2 0 3 0 4 0 50 0 0 1 0 2 0 3 0 40 50 0 0 1 0 2 0 3 0 40 MM

■S CHDU 0 0 0 0 0 0 o 1 1 1 2 2 2 3 3 6 7 7

■
■IN- F L 28 28 2 8 2 7 2 7 2 6 24 2 2 2 1 1 9 1 9 17 14 1 2 1 0 8 7 7

TOTAL 28 29 2 9 3 0 3 2 3 6 37 3 8 3 9 4 0 3 9 38 34 3 2 2 9 2 9 3 0 31

CAPA 37 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37
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空域使用状況の
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空域管理（ASM）

管制部／空港
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***  ESTI MATED TRAFFIC GRPH (SEC TOR)  ***

03 04 0 4 0 4 0 4 0 4 04 0 5 0 5 0 5 0 5 05 05 0 6 0 6 0 6 0 6 06 HH

50 00 1 0 2 0 3 0 4 0 50 0 0 1 0 2 0 3 0 40 50 0 0 1 0 2 0 3 0 40 MM

■S CHDU 0 0 0 0 0 0 o 1 1 1 2 2 2 3 3 6 7 7

■
■IN- F L 28 28 2 8 2 7 2 7 2 6 24 2 2 2 1 1 9 1 9 17 14 1 2 1 0 8 7 7

TOTAL 28 29 2 9 3 0 3 2 3 6 37 3 8 3 9 4 0 3 9 38 34 3 2 2 9 2 9 3 0 31

CAPA 37 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37 37 3 7 3 7 3 7 3 7 37

0

1 0

2 0

3 0

4 0

自衛隊・米軍

空域使用状況の
リアルタイム管理

・空域／航空路設計
・空域使用調整
・空域柔軟運用

空域管理

航空交通管理センターにおける取組航空交通管理センターの協調意思決定

事案に応じた

分析を実施

分析例：

○運航乗務員、整
備従事者等分野
別のヒューマン
エラー発生傾向

○機種別・部位別
の不具合発生傾
向

○対地接近警報装
置（GPWS）に

係る空港別の作
動傾向

 ２２
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成
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屋

千
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松
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新
 潟

対
 馬

壱
岐

長
 崎

福
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天
草

鹿
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島

宮
 崎

熊
 本

大
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県
央
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賀
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五
島
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口
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部
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島
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島
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代
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新
千
歳

札
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別
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標
津

弟
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屈
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島
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島

宮
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間
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間

石
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国

（
新
石
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１ ２ ３拠
点

空
港

地
方
管
理
空
港

そ
の
他
の
空
港

共
用

空
港

合
計

会
社
管
理
空
港

国
管
理
空
港

特
定
地
方
管
理
空
港

A
「
拠
点
空
港
」
と
は
、
空
港
法
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
8
0
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
4
条
第
1
項
各
号
に
 

　
掲
げ
る
空
港
（
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、
中
部
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
並
び
に
国
際
航
空
輸
 

　
送
網
又
は
国
内
航
空
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
空
港
）
を
い
う
。

　
　
「
会
社
管
理
空
港
」
と
は
、
成
田
国
際
空
港
、
中
部
国
際
空
港
及
び
関
西
国
際
空
港
を
い
う
。

　
　
「
国
管
理
空
港
」
と
は
、
法
第
1
5
条
第
1
項
に
規
定
す
る
国
管
理
空
港
を
い
う
。

　
　
「
特
定
地
方
管
理
空
港
」
と
は
、
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
0
年
法
律

　
　
第
7
5
号
）
附
則
第
3
条
第
1
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
管
理
空
港
を
い
う
。

B
「
地
方
管
理
空
港
」
と
は
、
法
第
5
条
第
1
項
に
規
定
す
る
国
際
航
空
輸
送
網
又
は
国
内
航
空
輸
送
網
を
形
成
す

　
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
空
港
を
い
う
。

C
「
そ
の
他
の
空
港
」
と
は
法
第
2
条
に
規
定
す
る
空
港
の
う
ち
、
｢
拠
点
空
港
｣
、
｢
地
方
管
理
空
港
｣
及
び
｢
公
共

　
用
ヘ
リ
ポ
ー
ト
｣
を
除
く
空
港
を
い
う
。

D
「
共
用
空
港
」
と
は
、
法
附
則
第
2
条
第
1
項
に
規
定
す
る
共
用
空
港
を
い
う
。

*
 
公
共
用
ヘ
リ
ポ
ー
ト
は
除
く
。

* 
図
中
の
　
　
　
印
は
ジ
ェ
ッ
ト
化
空
港
を
示
す
。
そ
の
う
ち
、
　
　
 印
（
太
線
）
は
大
型
化
空
港
を
示
す
。

*
 
空
港
名
の
下
の
数
字
は
滑
走
路
長
（
m
）
で
あ
り
、
（
　
）
印
は
現
在
整
備
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

*
 
礼
文
空
港
は
現
在
休
止
中
で
あ
る
。

1 2 3

２３


	◆
	　（１）東京国際空港（羽田）の整備




